
奈
良
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
六
十
三
号

奈
良
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
そ
の
他
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
管
理
」
を
「
管
理
運
営
」
に
改
め
、
同

条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
職
員
等
）

第
三
条

セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
の
長
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
及
び
消
費

生
活
相
談
員
（
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当

表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
合
格
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
専
門
的
な
知

識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
者
を
い
う
。
）
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
職
員
等
の
資
質
の
向
上
）

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
等
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
適
切
な
管
理
）

第
五
条

セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
の
漏

え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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